
​様式2​
​手稲区マスコットキャラクター「ていぬ」​

​着ぐるみ使用申請書​

​手稲区マスコットキャラクター「ていぬ」の着ぐるみ（以下、「着ぐるみ」という。）​
​を使用したいので承認願います。​
​なお、着ぐるみの使用にあたり使用条件・使用に関する注意事項を遵守いたします。​

​申請日​ ​令和　　　年　　　月　　　日​

​申請者​

​住所​
​（〒　　－　　　　　）​

​団体名​

​代表者​ ​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​連絡先​
​担当者名：　　　　　　　　　　　　（電話番号　　　－　　　－　　　）​
​（メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）​

​使用用途​ ​　​

​使用場所​ ​　□屋内　　　□屋外　​

​使用目的の営利性​ ​　□営利　　　□非営利​

​付属品の借用​ ​　□たすき　　□はっぴ　　□マフラー　□その他（　　　　　　　　　　）　​

​借受日​ ​　令和　　年　　月　　日（　　　時頃）​

​返却日​ ​　令和　　年　　月　　日（　　　時頃）​

​承認条件​

​〇使用にあたり、裏面「注意事項」を熟読のうえ、適切に使用すること。​
​〇裏面「注意事項」に定める事項に違反した場合は、使用承認を取り消す場合​
​がある。​
​〇無断転貸を禁止する（使用者間で受け渡しをする場合は、別途届出するこ​
​と。）。​
​〇返却前には、汚損・破損等の有無を確認し、「返却確認書」とともにていぬ​
​活用委員会事務局（手稲区市民部地域振興課）窓口へ返却すること。​
​〇使用にあたって、事故や第三者へ損害を与えた場合は、使用者が全ての責任​

​を負うものし、ていぬ活用委員会は一切の責任を負わない。​
​　また、上記事案が発生した場合は、速やかにていぬ活用委員会事務局​
​　（手稲区市民部地域振興課℡011-681-2445）へ報告すること。​
​〇使用者が着ぐるみ及び付属品について、汚損・破損・紛失・故障・改造等を​

​生じさせた場合は、ていぬ活用員会事務局が指定する方法で現状回復を行う​
​こと。また、それにより発生した費用を負担すること。​

​－－－​​（事務処理欄）​​－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－​
​上記の申請について、承認してよろしいか伺います。​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​決​
​裁​
​欄​

​地域振興課長​ ​係長​ ​係​ ​承認​ ​可　　・　　不可​

​承認日​ ​　　年　　　月　　　日​

​貸出​ ​　　　　　　　号機​
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​「ていぬ」着ぐるみの使用に関する注意事項​
​「着ぐるみ」及び付属品を使用される場合は、以下のことに注意してください。​

​１　使用上の注意事項​
​⑴　着ぐるみの使用にあたっては、別紙「着ぐるみ取扱説明書」の手順に従って適切に行う​

​　　こと。​

​⑵　湿気の多い場所で使用を避け、雨天時の屋外では使用しないこと。また、水たまり等に​

​　　も十分気を付けること。​

​⑶　火気のそばで使用しないこと。​

​⑷　視野が狭いため、補助者が必ず付くこと。​

​⑸　足の上げ下げが難しいため、段差のある場所への移動には注意すること。​

​⑹　着ぐるみ内は高温多湿となるため、同一人物による連続着用時間は30分以内とする。​

​また、夏季等の気温が高い時期や高温の室内での使用にあたっては、熱中症等に十分に​

​注意すること。​

​⑺　防臭のため、使用後の着ぐるみは風通しの良い場所で乾燥させること。​

​⑻　着ぐるみの借受及び返却の期日を厳守すること。​

​⑼　鼻の部分（アクリル板）が脆く、破損の恐れがあるため、運搬・着脱の際には、十分に​

​注意すること。​

​⑽　承認された使用目的・期間以外での使用をしないこと。​

​２　マスコットキャラクターとしての遵守事項​
​　キャラクターのイメージを保つため、緊急時を除き、以下のことを遵守してください。​

​⑴　着ぐるみ着用時は声を出さないこと。​

​⑵　公衆の面前で着ぐるみの着脱をしないこと。​

​⑶　着用する際は、外から着用者が見えていないか必ず補助者が確認すること。​

​　⑷　付属品以外のコスチュームの着用やオリジナル看板等を持たせたい場合は、申請時に​

​申し出ること。​

​３　着用する者の条件​
​⑴　原則として、中学生以上（18歳未満は必ず保護者または責任者の同意を得ること。）​

​⑵　身長155センチ～170センチ程度（それ以上の身長の方の着用はご遠慮ください。）​


